
6年度の予算が成立しました6年度の予算が成立しました
　市議会第 １回定例会において、 ６年度予算が審議され、原案のとおり成立しました。
今年度予定している主な事業を、東久留米市第 ５次長期総合計画におけ
る基本目標ごとに記載しています。予算の概要は市nをご覧ください。
〔重点〕は重点事項に係る事業、〔新規〕は新規事業、〔拡充〕は拡充事業、〔継
続〕は継続事業です。l財政課☎０４２・４７０・７７０６
� （この記事は ２面に続きます） 市n

６ 年度に予定している主な事業

すべての基本目標それぞれに必要となる基本的な取り組みです。
重点新規�LINE等を活用したオンライン市役所の推進
予 算 額１,６２６万 １ 千円
　小中学校、学童保育所への欠席連絡や保護者への連
絡、学童保育所の登降所管理などをLINEでできるよ
うLINE公式アカウントを導入します。

重点新規（仮称）未来志向の公共施設マネジメント検
討委員会の設置
予 算 額１１万 ３ 千円
　優先的に検討する施設として抽出し、内部検討を進めてきた「旧下
里小学校」・「生涯学習センター」の ２ 施設について、具体の検討を行
っていくため、専門家等を含めた検討委員会を設置します。

LINEイメージ図

基本構想実現のために

共に創るにぎわいあふれるまち

重点新規生涯学習センターエレベーター改修工事
予 算 額３５７万 １ 千円

新 規�スポーツセンターLED照明更新及び吸収式冷温水機更新工事
予 算 額１,９２６万 ８ 千円
　スポーツセンターのLED照明機等の更新および
第一体育室の空調を制御している吸収式冷温水機
の更新工事を行います。

子どもが豊かに成長できるまち

拡 充子どもショートステイ受け入れ枠の拡大
予 算 額１,１４５万 １ 千円
　現在、 １歳 ６カ月から小学生までを対象としている受け入れ枠を、
生後５７日の乳児から高校生世代まで利用できるよう拡大します。

重点新規小・中学校生活アンケートの実施
予 算 額８９万 ２ 千円
　小学校 ４年生および中学校 １年生を対象に学校生活アンケートを実
施し、個々の児童・生徒の学級での状況を把握します。

拡 充産後ケア事業の拡充
予 算 額２,０８８万 ５ 千円
　産後 ６カ月未満の母子を対象に、新たにショートステイ、デイサー
ビス（ １日型）、アウトリーチサービスを実施します。
新規・ 継続小・中学校改修事業
予 算 額 ５ 億９,６４１万 ７ 千円
　第一小学校南校舎棟西側のトイレ改修工事に伴う実施設計、同校南
校舎棟東側のトイレ改修工事（洋式化等）、第五小学校体育館棟トイレ
改修工事（洋式化等）、小山小学校校舎棟増改築ほか工事、久留米中学
校南校舎棟東側のトイレ改修工事に伴う実施設計、南中学校普通教室
整備ほか工事を行います。

新 規義務教育就学児医療費助成事業に係る所得制限撤廃
予 算 額３,８７７万 ８ 千円
　本年１０月から義務教育就学児医療費助成事業に係る所得制限を撤廃
します。

いきいきと健康に暮らせるまち
重点新規ウォーキングマップ等アプリの構築
予 算 額６４７万 ５ 千円
　現在、紙面作成しているウォーキングマップに
ついて、市の魅力を付加した情報発信ができるよ
うスマートフォンアプリケーションの構築を行い
ます。
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安心して快適にすごせるまち
新 規�避難行動要支援者システム導入
予 算 額２,４８３万 ３ 千円
　東久留米市避難行動要支援者避難支援計画
の対象となる要支援者の情報を管理するシス
テムを導入します。
継 続市道２０７号線整備事業
予 算 額９,３２９万 ８ 千円
継 続東村山都市計画道路 ３ ・ ４ ・１３号線及び ３ ・ ４ ・２１号線整備事業
予 算 額 ９ 億１,２８２万円
新 規都道東京所沢線（第 ４号）歩道整備受託事業
予 算 額２,１８６万 ８ 千円

自然と共生する環境にやさしいまち
拡 充指定収集袋減免申請の行かない窓口化
予 算 額１８１万 ２ 千円
　対面で実施している指定収集袋の減免申請・
袋交付について、申請の郵送・オンライン化お
よび民間事業者による袋の配送に変更します。

重点新規おむつ定期配付・見守り支援
予 算 額１,７４１万 ７ 千円
　子育て世帯への家庭訪問を通じて、定期的な見
守りや傾聴・協働による伴走型支援を行うことに
より、子育て世帯の孤独・孤立対策を強化します。

スポーツセンターの
LED照明

今号の主な内容

No. 1348

令和6年
（2024年）

4／15 号
・自転車用ヘルメット購入補助事業について……… ３面

・第 ９期　東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定しました… ４ 面

・みのり塾　野菜の収穫を体験しよう……………… ７面

・「産後ケア事業」を利用してみませんか……………１１面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち

〒203-8555 東久留米市本町３-３-１　☎042・470・7777（代） https://www.city.higashikurume.lg.jp/
発行／東久留米市　　編集／企画経営室秘書広報課　　　　　　■東久留米市ホームページ

毎月１日・１５日発行



市n

歳　入
478億
2,100万円

市税　35.4％（3.8％減）
169億711万8千円
市民税、固定資産税、
都市計画税、市たばこ税、
軽自動車税

都支出金　15.6％（0.8％増）
74億7,790万6千円
特定の事業に対し、都から
交付される負担金・補助金など

地方交付税　9.4％（11.5％増）
45億1,200万円
地方団体間の財源の
格差を調整するために
国から配分されるお金

国庫支出金　20.5％（8.9％増）
98億1,364万円
特定の事業に対し、国から交付
される負担金・補助金など

地方消費税交付金　5.6％（1.9％減）
26億6,200万円
国勢調査による市の人口と
統計（小売年間販売額など）
による市内の従業員数に応
じて都から交付されるお金

繰入金　3.4％（85.7％増）
16億1,045万円
基金および特別会計から繰
り入れるお金

市債　2.4％（10.6％減）
11億5,240万円
学校や道路などの整備の
ために借り入れるお金

その他　7.7％（34.5％増）
36億8,548万6千円
地方譲与税、利子割交付金、
地方特例交付金、使用料お
よび手数料など

歳　出
478億
2,100万円

民生費　55.3％（4.5％増）
264億4,490万円
障害者福祉、児童福祉、
高齢者福祉、生活保護、
健康・医療などの事業の経費

総務費　10.1％（19.0％増）
48億4,062万6千円
財産管理、人事、徴税、
戸籍住民基本台帳、選挙、
統計調査など、他に分類
されない事業の経費

衛生費　7.4％（5.5％増）
35億3,380万4千円
保健衛生、公害対策、
ごみ処理などの事業の経費

土木費　8.1％（12.9％減）
38億4,978万8千円
都市計画、道路、公園などの
事業の経費

教育費　10.0％（13.9％増）
47億9,289万6千円
学校教育、生涯学習、スポー
ツ振興などの事業の経費

公債費　4.8％（6.8％増）
23億1,505万6千円
市の借金（市債・一時借入）
を返済するための経費

消防費　3.0％（6.5％減）
14億3,957万3千円
消防、救急などの事業の経費

その他　1.3％（4.7％増）
6億435万7千円
議会費、労働費、農林業費、
商工費、予備費

会計区分 令和６年度 令和５年度 増減率

一般会計 ４７８億２,１００万円 ４５６億５,６００万円 ４．７％

国民健康保険
特別会計 １１８億２,４４７万２千円 １２０億５,７２７万９千円 △１．９％

後期高齢者医療
特別会計 ３８億６,２１７万６千円 ３７億１,６８６万３千円 ３．９％

介護保険特別会計 １１０億５,９６１万５千円 １０７億９,４４０万４千円 ２．５％

合計 ７４５億６,７２６万３千円 ７２２億２,４５４万６千円 ３．２％

会計区分 令和６年度 令和５年度 増減率

下
水
道
事
業
会
計

収益的収入 ２３億２，４８２万８千円 ２３億２，８８８万３千円 △０．２％

収益的支出 ２２億９，０５９万３千円 ２２億７，５１８万９千円 ０．７％

資本的収入 ９億９，９７５万６千円 １３億７，４６９万６千円 △２７．３％

資本的支出 １６億４，３３５万２千円 ２１億６，８０３万７千円 △２４．２％

　一般会計予算は、総額で４７８億２,１００万円（前年度比２１億６,５００万円、４．７％の増）となりまし
た。主な増加要因として、児童手当や障害福祉サービス費などの民生費の増加、自治体情報
システムの標準化・共通化に係るシステム修正費などの総務費の増加などが挙げられます。
　一般会計に ３特別会計（国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険）を合わせた総額では、
７４５億６,７２６万 ３ 千円（前年度比２３億４,２７１万 ７ 千円、３．２％の増）となりました。下水道事業会
計は、収益的収支のうち、収入が２３億２,４８２万 ８ 千円、支出が２２億９,０５９万 ３ 千円、資本的収
支のうち、収入が ９億９,９７５万 ６ 千円、支出が１６億４,３３５万 ２ 千円となりました。
　それぞれの予算書は市nでご覧ください。

６ 年度
東久留米市
当初予算

　歳入の根幹である市税は、定額減税によ
る所得割の減などによる個人市民税の減少
や、企業収益の減による法人市民税の減少
などにより、市税全体で１６９億７１１万 ８ 千円
（前年度比 ６億６,６８４万 ９ 千円、３．８％の減）
と見込んでいます。

歳入歳入
　 ６年度は、本市が目指すまちの姿である
「あんしんして暮らせるまち」の実現に向け
て、「未来志向の公共施設マネジメント」「人
にやさしいデジタル化」「子どもたちへの投
資」の ３ 点を重点的に取り組む事項とし、
予算を措置しました。

歳出歳出

一般会計 ※各項目に含まれる職員人件費の合計…６９億４,０３３万 ６ 千円
（前年度比４．６％増）
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。
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至誠
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てんつう

せいし

6．4．15 2

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



相談内容 相談日 時間 相談員 場所 問い合わせ先

耐震相談 ５ 月は実施しません（次回は ６月１４日㈮実施予定） 施設建設課
☎０４２・４７０・７７５６

教育相談
※�電話相談
も可

火曜〜
土曜日

午前１０時〜
午後 ５時
（滝山のみ水
曜日は ６時ま
で）

教育相談員

中央相談室
（成美教育文
化会館内教育
センター）

中央相談室
☎０４２・４７３・３６６７

月曜〜
金曜日

滝山相談室
（西部地域セ
ンター内）

滝山相談室
☎０４２・４７５・８９０９

母子・父子
相談 開庁日 午前 ８時半〜

午後 ５時
母子・父子
自立支援員

市役所 ２階
児童青少年課

児童青少年課
☎０４２・４７０・７７３６

知的障害者
相談 ８ 日㈬ 午前１０時〜

正午
知的障害者相
談員

市役所 １階
相談室

障害福祉課
☎０４２・４７０・７７４７
o０４２・４７５・８１８１

心身障害者
（児）相談 平日

午前 ９時〜
午後 ５時

さいわい福祉
センター
支援員

さいわい福祉
センター

さいわい福祉セン
ター
☎０４２・４７７・２７１１

職業相談 開庁日 ハローワーク
三鷹職員

市役所 ２階
ワークコーナー

直接会場で
住宅増改築
相談 ９ 日㈭ 午前１０時〜

正午、
午後 １時〜
４時

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

市役所 １階
屋内ひろば

消費者相談 平日 消費生活相談
員

市役所 ２階
生活文化課

市消費者センター
☎０４２・４７３・４５０５

行政相談 ８ 日㈬ 午前１０時〜
正午 行政相談委員 市役所 ２階

生活文化課
生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９時〜

午後 ４時 相談支援員 市役所 １階
福祉総務課

福祉総務課
☎０４２・４７０・７７４１

5 月 の 無 料 相 談5 月 の 無 料 相 談
相談内容（定員） 相談日 時間 相談員 予約開始日時 場所 問い合わせ先

法律相談（各日 ８人）

１ 日㈬

午前１０時から 弁護士
４月２５日㈭

市役所 ２階
相談室

各予約開始日の午
前 ８時半から電話
で生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

８ 日㈬
１５日㈬

５月 ９日㈭
２２日㈬

不動産・相続・会社
の登記等相談（ ５人）

１ 日㈬
午後 １時から 司法書士

４月２３日㈫
表示登記・土地の境
界等登記相談（ ４人） 午前１０時から 土地家屋

調査士
相続・遺言・成年後
見等手続き相談
（ ５人）

８ 日㈬
午後 １時から

行政書士 ５月 ２日㈭

税務相談（ ５人）
１５日㈬

税理士 ５月 ７日㈫
人権・身の上相談
（ ４人）

午後 １時半か
ら

人権擁護委
員 ５月 ９日㈭

不動産取引相談
（ ５人） ２ 日㈭

午後 １時から
宅地建物
取引士 ４月２５日㈭

交通事故相談（ ５人）

２２日㈬

弁護士

５月１６日㈭年金・労災・雇用・
保険・人事管理等相
談（ ４人）

午前１０時から 社会保険
労務士

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

１０日㈮

午前１０時半〜
午後 ４時半

女性カウン
セラー

４月１７日㈬
各予約開始日の午
前 ９時から電話で
男女平等推進セン
ター
☎０４２・４７２・００６１

１３日㈪
２０日㈪

５月 １日㈬
２７日㈪

女性弁護士による法
律相談（ ４人） １０日㈮ 午前 ９時半〜

午後 ０時半 女性弁護士 ４月１９日㈮

経営相談 平日 午前１０時半〜
午後 ４時半

市商工会
経営指導員

前日まで予
約可 市商工会館 市商工会

☎０４２・４７１・７５７７
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l管理課管理調整担当☎０４２・４７０・７７６４
　道路交通法の改正により ５年 ４月 １日か
ら自転車ヘルメットの着用が努力義務とな
りました。市では、これに伴いヘルメット
購入費を補助しています。

申請期間 ５ 月 １ 日㈬〜 ７年 ２月２８日㈮（消印有効）
対象者申請日時点で東久留米市に住所登録がある方
　※昨年度、本補助を受けた方を除きます。
対象となるヘルメット ５ 年１０月 １ 日以降に購入したSGマー
クなどの安全基準を満たす新品の自転車乗車用のヘルメット
補助金額購入金額の範囲内で上限２,０００円（ １人 １個まで）
i予算の上限に達した場合、早期終了の場合があります
提出書類
①�補助金交付申請書兼請求書（管理課窓口〈市役所 ５ 階〉また
は市nからダウンロード可）
②ヘルメット購入時の領収書などの写し
③申請者および使用者の本人確認書類の写し
④�振込先口座情報（通帳またはキャッシュカード）の写し
⑤�SGマークなどの安全基準に適合していることが分かるも
の

提出方法郵送（〒２０３−８５５５、市役所管理課管理
調整担当宛て）、同課 ４番窓口（市役所 ５階、閉
庁日時を除く）または市nの申請フォームで

自転車用ヘルメット
購入補助事業について

行政に関する困りごとはありませんか？
a ５ 月 ９ 日㈭午前１０時〜午後 ５時（受付は午後 ４時半まで）
b東京総合行政相談所（豊島区南池袋 １−２８− １ 、西武池袋本店 ７階「行政・法律・
くらしの相談コーナー」）
c情報通信、登記、税金、相続、その他行政等の困りごとについての相談。時間は
１件当たり原則２０分以内　g無料
j▼参加機関＝関東総合通信局、東京法務局、弁護士会、税理士会、関東管区行政
評価局▼主催＝総務省関東管区行政評価局・東京行政評価事務所
k予約不要。当日会場で（先着順）　l東京総合行政相談所☎０３・３９８７・０２２９

特設行政相談開催のご案内

a ４ 月２４日㈬午後 １時半〜 ４時　b市役所 １階屋内ひろば
c年金、社会保険（健康保険、雇用保険、介護保険）、労働問題（賃金未払い、解雇）
などの相談　g無料　k申し込み不要。当日会場で
l生活文化課☎０４２・４７０・７７３８

社会保険労務士による無料相談会

　市が実施しているさまざまな行政サービスに関する成果や
実績などを把握するため、「市民アンケート調査」を実施しま
す。市内在住の１８歳以上の方の中から無作為に２,０００人を抽
出し、 ４月下旬に調査票を送付する予定です。
　調査票が届いた方は、ご協力をお願いします。回答は、イ
ンターネットまたは郵送から可能です。調査結果は市nなど
で公表します。
l行政経営課☎０４２・４７０・７７０４

市民アンケート調査を実施します

市n
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l介護福祉課保険係☎０４２・４７０・７８１８

東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定しました第 ９期

　本市の６５歳以上の高齢者人口は増加しており、特に「団塊の世代」の方
が７５歳に到達する ７ 年前後で、後期高齢者の人口が急激に上昇する見込
みです（図 １ ）。高齢化の影響により介護を必要とする方が増加すること
から、今後、介護給付費も上昇していくことが見込まれています。

高齢者を取り巻く現況と課題

　 ９ 期計画は、「高齢者がいきいきと暮らせる地域づくり」を基本理念と
し、これを達成するための取組として ４ つの基本目標、目標ごとに具体
的な施策の方向性を設定しました（図 ２ ）。また、計画に記載した主な施
策内容と、市の取組は、「図 ３ 」のとおりです。
　重点的な取組にあたる施策には「数値目標」を設定するなどし、その達
成状況を定期的にモニタリングしつつ、PDCAサイクルに沿った進捗管
理により計画を推進します。

基本理念と基本目標

　高齢者の方がその有する能力に応じて自分らしい暮らしを続け、自立
した生活を送ることができる年齢を延ばしていくためには、介護予防の
取り組みを進めることが重要です。このことは、高齢者の方が要介護（要
支援）状態になる期間を遅らせるとともに、介護給付費の上昇による保
険料の上昇を抑制することにも繋がります。
　市では、これまで様々な介護予防教室や講演会の実施、「通いの場（地
域の住民が主体となり体操や趣味などの活動を企画・運営し、集う場所）」
の活動支援などにより、介護予防・健康づくりに取り組んでおり、 ９ 期
計画においても引き続き推進していきます。

介護予防・健康づくり施策のための取組

　 ９ 期計画の推進および介護保険財政の安定的な運営のためには、市民
の皆さんのご協力が不可欠です。今後も引き続き介護予防・フレイル予
防の取り組みの推進と保険料の納付に、ご理解・ご協力をお願いします。

市民の皆さんへ

　市では、６年２月に「第９期（６年度～８年度）高齢者福祉計画・
介護保険事業計画」（以下、９期計画）を策定しました。
　本計画は、計画期間の３カ年における市の高齢者福
祉施策および介護保険事業についての方向性を定める
重要な計画です。計画の本編および概要版は、市政情
報コーナー・介護福祉課（市役所１階）、各図書館、市
nでご覧いただけます。 市n

【図3】主な施策内容と取組
主な施策 主な取組

介護予防・生活支援
サービス

支援が必要な高齢者への効果的・効率的な支援により、状態の改善につな
げ、元の生活を取り戻すことで、サービスからの「卒業」につなげることをめ
ざします。

一般介護予防事業 介護予防・フレイル予防や地域のコミュニティの強化のため、住民主体の
「通いの場」の活動などの地域資源の活用を進めます。

認知症総合支援 認知症基本法の基本理念をふまえつつ、認知症に対する知識の啓発、早期発
見、支援者の拡大、認知症の人や家族の孤立化防止などに取り組みます。

在宅医療・介護連携 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生のさいごまで続けていく
ため、地域における医療・介護の提供体制を引き続き構築していきます。

介護給付費の適正化 ケアプラン点検を計画的に実施し、サービス利用者の自立支援・重度化防止
に資するケアプランが作成・実行・実践されることをめざします。

地域包括支援センタ
ーの機能強化

ブランチの設置やセンターの増設など、センターの機能強化に取り組むとと
もに、様々な機会や媒体などを活用し、センターに対する市民の認知度向上
を図ります。

【図２】基本目標と目標ごとの施策の体系

基本目標３
共に参加し共に支える、

地域ぐるみの体制づくりのための取組
施策１ 地域包括支援センターの体制整備の方向性

施策２ 在宅療養および在宅医療と介護の一体的な提供体制の方向性

施策３ ひとり暮らし高齢者の「みまもり」体制構築の方向性

施策４ 地域のつながりづくりと「地域共生社会」に向けた取組の方向性

基本目標４
持続可能な介護保険サービス等の
提供体制を整備するための取組

施策１ 介護認定事務の効率化の方向性

施策２ サービス向上に資する給付適正化の方向性

施策３ 介護現場の生産性向上および介護人材確保の方向性

施策４ リスクマネジメントに係る体制の整備の方向性

基本目標２

施策１ 介護保険サービス提供体制の計画的な整備の方向性

施策２ 高齢者の住まいと在宅生活を支えるサービスの方向性

施策３ 家族介護者支援の方向性

施策４ 認知症施策の方向性

施策５ 権利擁護の推進・高齢者虐待の防止の方向性

要介護状態や認知症になっても、
自分らしい暮らしを続けるための取組

基本目標１

介護予防・健康づくり施策のための取組

施策１ 介護予防・フレイル予防の方向性

施策２ 住民主体の「通いの場」の活動支援の方向性

施策３ 介護予防・生活支援サービス（総合事業）の方向性

施策４ リハビリテーションサービス提供体制の方向性

【図1】高齢者人口の推移と介護給付費の推移
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介護給付費

※2027年（令和9年）以降は５年ごとの推計

　介護保険制度では、介護サービス等にかかる費用のうちの １ ～ ３ 割の
利用者負担分以外の部分が、保険給付により賄われます。この保険給付
費のうちの５０％は４０歳以上の方が支払う介護保険料、残りの５０％は公費

（税金）を財源としています（図 ４ ）。

介護給付費の財源構成

【図4】介護給付費の財源構成

利用者負担分
（1割～3割※1）

介護給付費（※2）
（介護保険で賄う分）

介護サービス等にかかる費用の総額

※1　利用者負担分は、利用者の負担能力
（所得等）により決まります。

※2　介護給付費の他に、地域支援事業に
かかる費用があります。

公費（国）
20～25％

公費（都）
12.5～17.5％

公費（市）
12.5％

第1号保険料
（65歳以上の
方の保険料）
23％

第2号保険料
（40～64歳の
方の保険料）
27％

介護給付費
の財源構成

　６５歳以上の方の介護保険料は ３ 年ごとの計画策定に合わせて改定され
ます。中・高所得層に一定の負担をお願いすることで保険料全体の上昇
を抑制するという国の制度改正の内容等をふまえて、算定方法（図 ５ ）に
基づき、 ９ 期中の保険料の基準月額（被保険者一人当たり・ １ 月当たり
の基準額）を算定した結果、その額は ８ 期から据え置きで５，９００円となり
ました（段階ごとの保険料率は一部変更があります）。
　納付いただいた保険料は、介護が必要な方やその家族の方が利用する
介護サービス等の費用に充てられます（図 ６ ）。

９ 期中の介護保険料

【図５】介護保険料の基準額の求め方（概要）

月額5,900円　年額70,800円
６～８年度の介護保険料の基準額65歳以上の

方の人数
65歳以上の方の
負担分　23％

計画期中に必要な
介護サービス等の総費用 ✖ ➗ ＝

【図６】基準月額5,900円のつかいみち

居宅サービス
3,033円

訪問・通所介護
ケアプラン作成 等

包括的支援事業・任意事業
108円

地域包括支援センターの
運営、認知症総合支援 等

施設サービス
1,560円

特別養護老人ホーム、
介護老人保険施設 等

その他の給付
262円

高額介護サービス費、特定
入所者介護サービス費 等

介護予防・日常生活
支援総合事業　
185円

要支援者の訪問・通所介護
一般介護予防事業 等

地域密着型サービス
752円

認知症グループホーム、
小規模なデイサービス 等

5,900円

第9期
介護保険料
基準月額
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



市

民

生

活

休
日
納
付
相
談
窓
口

　
病
気
や
失
業
、
事
業
の
廃
止

な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
市
税
な
ど
の
納
付
が
困
難

な
方
は
、
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、

納
税
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

電
話
相
談
も
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
ま
た
、
昼
間
お
仕
事

な
ど
で
お
忙
し
い
方
の
た
め
に
、

休
日
納
付
相
談
窓
口
を
開
設
し
、

納
付
相
談
の
ほ
か
、
市
税
な
ど

の
納
付
を
受
け
付
け
ま
す
。
納

付
相
談
は
事
前
連
絡
が
あ
る
と

ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
す
の
で
、

来
庁
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
※
納
付
書
の
再
発
行
も
で
き

ま
す（
一
部
を
除
く
）。

a
４
月
２０
日
㈯
・
２１
日
㈰
い
ず

れ
も
午
前
９
時
～
午
後
１
時

b
納
税
課（
市
役
所
２
階
）

i
▼
口
座
振
替
の
手
続
き
お
よ

び
納
税
証
明
書
の
発
行
は
で
き

ま
せ
ん
▼
保
育
園
保
育
料
、
保

育
園
副
食
費
、
学
童
保
育
所
費

は
、
納
付
書
を
持
参
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
領
収
し
ま
す（
納
付

書
の
再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
）

l
納
税
課
納
税
係
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
３
０

６
年
度
固
定
資
産
税
・ 

都
市
計
画
税
の
あ
ら
ま
し

◎
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
、
市
内
に
土
地
・
家

屋
・
償
却
資
産
を
所
有
す
る
方

が
、
そ
の
資
産
価
値
に
応
じ
て

納
め
る
税
で
、
税
率
は
１
・
４

㌫
で
す
。

　
都
市
計
画
税
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
、
都
市
計
画
区
域
の

う
ち
、
市
街
化
区
域
内
に
土
地

・
家
屋
を
所
有
す
る
方
が
、
そ

の
資
産
価
値
に
応
じ
て
納
め
、

都
市
整
備
な
ど
の
費
用
に
充
て

ら
れ
る
目
的
税
で
、
税
率
は
０

・
２４
㌫
で
す
。

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

の
税
額
は
、「
課
税
標
準
額
×
税

率
」に
よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。

「
課
税
標
準
額
」は
原
則
と
し
て
、

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ

れ
た
価
格
で
す
。
た
だ
し
、
法

律
に
基
づ
く
課
税
標
準
の
特
例

が
適
用
さ
れ
る
場
合
や
、
土
地

に
つ
い
て
税
負
担
の
調
整
措
置

が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
課
税

標
準
額
は
価
格
よ
り
も
低
く
な

り
ま
す
。

◎
土
地
の
価
格
・
税
負
担

　
土
地
の
価
格
は
原
則
と
し
て
、

３
年
ご
と
に
価
格
の
見
直
し

（
評
価
替
え
）を
行
う
制
度
が
取

ら
れ
て
い
て
、
６
年
度
は
評
価

替
え
の
年
度
で
す
。
５
年
１
月

１
日
を
価
格
調
査
基
準
日
と
し

て
地
価
調
査
を
行
い
、
５
年
７

月
１
日
時
点
の
地
価
を
反
映
し

６
年
度
の
評
価
額
を
算
出
し
ま

す
。

　
６
年
度
に
お
い
て
も
税
負
担

の
公
平
性
と
い
う
観
点
か
ら
、

個
々
の
土
地
の
価
格
に
対
す
る

前
年
度
課
税
標
準
額
の
割
合

（
負
担
水
準
）の
均
衡
化
を
図
る

調
整
措
置（
負
担
調
整
）が
継
続

さ
れ
ま
す
。

◎
家
屋
の
評
価
・
税
負
担

　
６
年
度
は
評
価
替
え
の
年
度

で
す
。
新
し
い
評
価
基
準
に
よ

り
新
増
築
分
の
家
屋
の
評
価
額

を
算
出
し
ま
す
。
在
来
分
家
屋

も
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
見
直
し

を
行
い
、
建
築
時
か
ら
の
年
数

の
経
過
に
応
じ
た
減
価
率
を
反

映
し
、
６
年
度
の
評
価
額
を
算

出
し
ま
す
。
た
だ
し
、
算
出
し

た
新
評
価
額
が
前
年
度
を
上
回

っ
た
場
合
は
前
年
度
の
評
価
額

に
据
え
置
き
、
下
回
っ
た
場
合

は
新
評
価
額
と
な
り
ま
す
。
こ

の
評
価
額
に
基
づ
き
税
額
を
算

出
し
ま
す
。

　
減
価
率
は
最
低
限
度
で
あ
る

２０
㌫
に
な
る
ま
で
緩
や
か
に
減

少
し
て
い
き
ま
す
が
、
家
屋
が

取
り
壊
さ
れ
な
い
限
り
ゼ
ロ
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
年
数
の
経
過

し
た
家
屋
は
税
額
が
下
が
ら
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
次
の
期
間
に
新
築
さ
れ
、
固

定
資
産
税
の
新
築
軽
減
が
適
用

さ
れ
て
い
た
家
屋
は
、
５
年
度

で
軽
減
の
適
用
が
終
了
と
な
り
、

本
来
の
税
額
に
戻
り
ま
す
。

対
象
家
屋
①
令
和
２
年
１
月
２

日
～
３
年
１
月
１
日
に
建
築
さ

れ
た
一
般
住
宅（
次
の
②
以
外

の
家
屋
）②
平
成
３０
年
１
月
２

日
～
３１
年
１
月
１
日
に
建
築
さ

れ
た
３
階
建
て
以
上
の
中
高
層

耐
火
住
宅
な
ど

◎
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

の
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

の
納
税
通
知
書
を
５
月
１
日
㈬

に
発
送
し
ま
す
。
第
１
期
の
納

期
限
は
５
月
３１
日
㈮
で
す
。

　
※
課
税
明
細
書
と
納
税
通
知

書
を
１
冊
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
共
有
物
件
の
納
税
通
知

書
は
、
代
表
者
以
外
の
共
有
者

に
も
送
付
し
て
い
ま
す（
支
払

い
用
の
納
付
書
は
代
表
者
の
み

に
送
付
）。

l
課
税
課
土
地
資
産
税
係
・
家

屋
資
産
税
係
☎
０４２
・
４
７
０
・

７
７
７
７（
内
線
２
３
３
８
・

２
３
３
９
・
２
３
４
１
～
２
３

４
４
）

６
年
度
国
民
健
康
保
険
税 

（
国
保
税
）の
税
率
な
ど
が 

決
定
し
ま
し
た

　
東
久
留
米
市
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
が
６
年
第
１
回
市
議
会
定
例

会
で
可
決
し
ま
し
た
。
税
率
な

ど
の
改
定
お
よ
び
地
方
税
法
施

行
令
の
改
正
に
則
し
て
、
課
税

限
度
額
の
引
き
上
げ
と
低
所
得

者
に
係
る
保
険
税
の
軽
減
の
見

直
し
を
行
い
、
総
額
約
７
８
０

０
万
円
の
改
定
を
行
い
ま
し
た
。

加
入
者
１
人
当
た
り
平
均
で
年

額
３
０
５
３
円
の
引
き
上
げ
と

な
り
ま
す
。
医
療
の
高
度
化
に

よ
る
医
療
費
の
増
加
等
の
要
因

に
よ
り
、
都
へ
の
納
付
金
額
は

高
い
水
準
を
維
持
し
、
国
保
税

収
だ
け
で
は
追
い
付
か
な
い
厳

し
い
財
政
運
営
が
続
い
て
い
ま

す
。
市
の
国
保
の
現
状
に
つ
い

て
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◎
国
保
の
財
政
状
況

　
国
保
は
国
民
皆
保
険
制
度
の

「
最
後
の
と
り
で
」と
し
て
基
盤

的
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、

近
年
の
急
速
な
高
齢
化
の
進
展

や
低
所
得
者
の
増
加
、
医
療
費

水
準
の
高
騰
な
ど
の
要
因
で
国

保
財
政
は
一
層
厳
し
さ
を
増
し

て
い
ま
す
。
平
成
３０
年
度
の
国

保
制
度
改
革
に
よ
り
都
が
と
も

に
保
険
者
と
な
り
、
財
政
運
営

の
責
任
主
体
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
国
保
財
政
は
安
定
化
に
向

け
た
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が

で
き
た
も
の
の
、
都
へ
の
１
人

当
た
り
の
納
付
金
額
に
つ
い
て

は
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
ま

す（
左
上
図
参
照
）。

　
本
来
は
公
費
に
よ
る
負
担
と

加
入
者
の
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ

く
国
保
税
に
よ
っ
て
国
保
制
度

の
運
営
に
必
要
な
費
用
を
賄
う

べ
き
で
す
が
、
所
得
に
対
す
る

税
負
担
が
重
く
な
り
す
ぎ
て
し

ま
う
こ
と
か
ら
、
課
税
す
べ
き

額
の
一
部
を
一
般
会
計
か
ら
の

赤
字
繰
り
入
れ（
４
年
度
決
算

で
は
４
億
５
０
０
０
万
円
）と

国
保
事
業
運
営
基
金（
貯
金
）の

取
り
崩
し
に
よ
り
補
っ
て
い
ま

す
。

◎
改
正
の
内
容

　
市
で
は
、
健
康
情
報
提
供
サ

ー
ビ
ス
Ｑ

ク

ピ

オ

Ｕ
Ｐ
ｉ
Ｏ
＋プ

ラ
ス

の
利
用

促
進
や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

の
使
用
促
進
、
特
定
健
診
の
受

診
率
向
上
、
柔
道
整
復
な
ど
の

受
診
適
正
化
な
ど
を
通
じ
て
医

療
費
の
抑
制
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
一
定
の
効
果
が
上
げ
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
近
年

の
一
人
当
た
り
の
医
療
費
の
推

移
は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
６
年
度
に
市
が
都
に

納
め
る
国
保
事
業
費
納
付
金
は

約
３７
億
２
０
０
万
円
に
上
り
、

国
保
財
政
の
収
支
な
ど
を
加
味

す
る
と
約
９
億
４
０
０
万
円
の

財
源
不
足
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、

社
会
経
済
情
勢
な
ど
を
鑑
み
な

が
ら
、
国
保
制
度
運
営
を
維
持

す
る
た
め
に
国
保
税
率
な
ど
を

改
め
ま
し
た（
上
表
参
照
）。

　
税
制
改
正
に
伴
う
改
正
と
し

て
は
、
課
税
限
度
額
を
見
直
し
、

後
期
高
齢
者
支
援
分
を
２２
万
円

か
ら
２４
万
円
に
引
き
上
げ
た
こ

と
に
よ
り
、
今
回
引
き
上
げ
が

見
送
ら
れ
た
医
療
分
・
介
護
分

を
合
わ
せ
た
課
税
限
度
額
は
１

０
６
万
円
と
な
り
ま
し
た
。
課

税
限
度
額
の
引
き
上
げ
に
よ
り
、

所
得
に
応
じ
た
税
率
の
改
定
が

で
き
る
こ
と
か
ら
、
中
・
低
所

得
者
の
負
担
増
を
抑
制
す
る
効

果
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
軽
減

の
見
直
し
で
は
、
経
済
動
向
を

踏
ま
え
て
５
割
と
２
割
の
軽
減

判
定
所
得
を
２
年
連
続
で
引
き

上
げ
ま
し
た
。
こ
の
見
直
し
に

よ
り
、
保
険
税
の
軽
減
が
受
け

ら
れ
る
所
得
の
範
囲
が
拡
大
し

ま
す
。

　
な
お
、
今
年
度
の
予
算
編
成

に
当
た
っ
て
は
、
保
険
税
抑
制

分
と
し
て
の
約
５
億
６
１
０
０

万
円
を
含
む
約
６
億
７
３
０
０

万
円
の
一
般
会
計
か
ら
の
法
定

外
繰
り
入
れ
お
よ
び
国
保
事
業

運
営
基
金（
貯
金
）か
ら
１
億
円

の
投
入
を
行
い
、
財
源
不
足
の

補
て
ん
を
行
い
ま
し
た
。

l
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
３

国
民
健
康
保
険
柔
道
整

復
師
等
施
術
状
況
の
確

認
　
市
で
は
、
医
療
費
適
正
化
へ

の
取
り
組
み
と
し
て
、
被
保
険

者
が
国
民
健
康
保
険
を
使
っ
て

柔
道
整
復
師
や
鍼
灸
師
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
師
の
施
術
を
受
け
た
場

合
に
、
施
術
方
法
や
保
険
請
求

内
容
が
適
正
か
ど
う
か
の
点
検

を
行
っ
て
い
ま
す
。
施
術
内
容

の
確
認
を
文
書
で
行
う
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
負
傷
部
位
や

施
術
内
容
、
施
術
年
月
の
記
録
、

領
収
書
な
ど
は
保
管
し
て
い
た

だ
き
、
照
会
文
書
が
届
い
た
場

合
に
は
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

l
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
３

（
６
面
へ
続
く
）

表　税率等改定表
項目 年度 所得割率 均等割額 課税限度額

医療分
５ ５．５２％ ３万４,７００円

６５万円
６ ５．８１％ ３万５,９００円

後期高齢者支援分
５ ２．１５％ １万２,９００円 ２２万円

６ ２．１８％ １万３,２００円 ２４万円

介護分
５ １．８８％

１万４,４００円 １７万円
６ １．９４％

17万円

18万円

19万円

20万円

21万円

22万円

6年度5年度4年度令和3年度

図　1人当たり納付金額の推移

※東京都資料から作成。
※医療・後期・介護ごとに算出し、合算した金額。

179,710円179,710円

189,368円

203,623円

213,354円

6．4．15 5
市民生活



（
５
面
か
ら
続
く
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
率
な
ど
の
決
定

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

（
以
下
、「
保
険
料
」）の
料
率
は
、

１
月
の
東
京
都
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合（
以
下
、「
広
域
連

合
」）議
会
で
、
６
・
７
年
度
の

保
険
料
率
が
決
定
し
ま
し
た
。

財
政
運
営
の
仕
組
み
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ
を
し

た
と
き
の
医
療
費
の
支
払
い
に

あ
て
る
た
め
、
医
療
費
か
ら
自

己
負
担
分
を
除
い
た
医
療
費
給

付
の
約
１
割
を
保
険
料
と
し
て

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
残
り

の
約
９
割
を
公
費
や
現
役
世
代

か
ら
の
支
援
金
で
負
担
し
て
い

ま
す
。
保
険
制
度
の
安
定
的
な

運
営
の
た
め
、
ご
理
解
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す

◎
保
険
料
の
決
め
方

６・
７
年
度
の
保
険
料
左
図
の

通
り

保
険
料
の
軽
減
措
置
所
得
に
応
じ

て
３
つ
の
措
置
が
あ
り
ま
す
。

①
均
等
割
額
の
軽
減
＝
左
表
１

の
通
り
。
②
所
得
割
額
の
軽
減

＝
左
表
２
の
通
り
。
③
被
扶
養

者
だ
っ
た
方
の
軽
減
＝
左
下
表

３
の
通
り

６
年
度
の
保
険
料
の
通
知
４
月

の
年
金
か
ら
保
険
料
が
天
引
き

（
特
別
徴
収
）さ
れ
て
い
る
方
は
、

４
年
中
の
所
得
に
応
じ
た
仮
算

定
の
保
険
料
額
の
徴
収
で
す
。

５
年
中
の
所
得
に
応
じ
た
６
年

度
の
保
険
料
額
決
定
は
、
７
月

中
旬
に
市
か
ら「
決
定
通
知
書

兼
納
付（
納
入
）通
知
書
」を
発

送
予
定
で
す

l
▼
制
度
に
つ
い
て
＝
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
お
問
い
合

わ
せ
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７
０
・

０
８
６
・
５
１
９（
Ｉ
Ｐ
電
話

の
方
は
☎
０３
・
３
２
２
２
・
４

４
９
６
、
い
ず
れ
も
平
日
午
前

８
時
半
～
午
後
５
時
）、
o
０

５
７
０
・
０
８
６
・
０
７
５
、

ま
た
は
同
連
合
n「
東
京
い
き

い
き
ネ
ッ
ト
」を
ご
覧
く
だ
さ

い
▼
個
別
の
相
談
＝
市
保
険
年

金
課
高
齢
者
医
療
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
８
４
６

東京いきいき
ネット

高
齢
者

・
福
祉

認
知
症
介
護
者
家
族
会

　
認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
ご

家
族
の
方
、
一
人
で
介
護
の
悩

み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん
か
。

日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と
な
ど
、

気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と
で
き
る

場
所
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
５
月
は
中
部
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
主
催
で
す（
西
部
・

東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

は
６
月
に
開
催
し
ま
す
）。
事

前
に
お
申
し
込
み
の
上
、
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

対
象
地
域
学
園
町
・
ひ
ば
り
が

丘
団
地
・
本
町
・
中
央
町
・
幸

町
・
南
沢
・
前
沢
一
～
三
丁
目

・
南
町

a
b
５
月
１３
日
㈪
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
半
。
中
央
町
地
区
セ

ン
タ
ー
第
１
会
議
室

k
l
中
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
０
・
８
１
８

６
ま
た
は
☎
０４２
・
４
５
１
・
５

１
２
１

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

こ
と
ば
の
教
室 

受
講
生
募
集

a
毎
月
第
３
日
曜
日
午
前
９
時

１５
分
～
午
後
４
時
半
で
、
１
人

４５
分
間

b
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

c
発
語
・
発
音
に
つ
い
て
、
言

語
聴
覚
士
に
よ
る
相
談
・
訓
練

e
６
歳
～
１８
歳
の
方

f
若
干
名

k
l
電
話
で
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２

・
４
７
７
・
２
７
１
１
へ（
平

日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

障
害
者
差
別
解
消
法
の

改
正

　
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の
有

無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個

性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生

す
る
社
会
の
実
現
に
向
け
、
障

害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消

を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
障
害
者
差
別
解
消
法
が
制
定

さ
れ
、
平
成
２８
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
６
年
４
月
１
日
に
改
正
障
害

者
差
別
解
消
法
が
施
行
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
努
力
義
務
と
さ
れ
て

い
た
民
間
事
業
者
に
よ
る
障
害

の
あ
る
人
へ
の「
合
理
的
配
慮

の
提
供
」が
義
務
に
な
り
ま
す
。

　
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」と
は
、

障
害
の
あ
る
人
か
ら
、
手
助
け

や
必
要
な
配
慮
に
つ
い
て
の
意

思
が
伝
え
ら
れ
た
と
き
、
負
担

が
重
す
ぎ
な
い
範
囲
で
、
対
話

に
基
づ
い
て
、
必
要
か
つ
合
理

的
な
対
応
を
す
る
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　
都
で
は
、
平
成
３０
年
１０
月
１

日
施
行
の「
東
京
都
障
害
者
へ

の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の

推
進
に
関
す
る
条
例
」に
よ
り
、

民
間
事
業
者
に
よ
る
障
害
の
あ

る
人
へ
の「
合
理
的
配
慮
の
提

供
」が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
６
年
４
月
１
日
か
ら
法
に

お
い
て
も
義
務
に
な
り
ま
す
。

l
障
害
福
祉
課
管
理
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
４
７
、
o
０４２
・

４
７
５
・
８
１
８
１

障
害
が
あ
る
方
の
た
め

の
手
当

　
６
年
４
月
分
よ
り
障
害
児
福

祉
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
額

が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

◎
障
害
児
福
祉
手
当

e
２０
歳
未
満
で
、
精
神
又
は
身

体
に
重
度
の
障
害
を
有
す
る
た

め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に

あ
る
在
宅
の
方
。
た
だ
し
、
施

設
入
所
者
お
よ
び
障
害
年
金
等

の
受
給
者
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
　
※
本
人
お
よ
び
扶
養
義
務
者

等
の
所
得
制
限
あ
り
。

手
当
月
額
１
万
５
６
９
０
円

◎
特
別
障
害
者
手
当

e
２０
歳
以
上
で
、
精
神
又
は
身

体
に
著
し
く
重
度
の
障
害
を
有

す
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い

て
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と

す
る
状
態
に
あ
る
在
宅
の
方
。

た
だ
し
、
施
設
入
所
者
お
よ
び

病
院
等
に
継
続
し
て
３
カ
月
を

超
え
て
入
院
し
て
い
る
方
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん

　
※
本
人
お
よ
び
扶
養
義
務
者

等
の
所
得
制
限
あ
り
。

手
当
月
額
２
万
８
８
４
０
円

◎
心
身
障
害
者
福
祉
手
当

e
次
の
①
・
②
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、

愛
の
手
帳
１
～
３
度
、
脳
性
ま

ひ
、
ま
た
は
進
行
性
筋
萎
縮
症

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
２０
歳

以
上
の
方
②
身
体
障
害
者
手
帳

３
・
４
級
の
方
、
愛
の
手
帳
４

度
の
方
、
難
病
医
療
費
助
成
受

給
者
の
方
。
た
だ
し
、
施
設
入

所
の
方
、
６５
歳
以
上
で
新
た
に

対
象
要
件
を
満
た
し
た
方
、
児

童
育
成
手
当
の
障
害
手
当
を
受

給
中
の
方
は
受
給
で
き
ま
せ
ん

　
※
２０
歳
以
上
は
本
人
、
２０
歳

未
満
は
扶
養
義
務
者
の
所
得
制

限
あ
り
。

手
当
月
額
①
１
万
５
５
０
０
円

②
４
０
０
０
円

◎
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
住
宅

加
算

e
次
の
①
・
②
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
方

①
手
当
月
額
１
万
５
５
０
０
円

の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
②
市
内
の
民
間

ア
パ
ー
ト
・
借
家
な
ど
に
お
住

ま
い
で
、
市
よ
り
他
の
住
宅
扶

助
を
受
け
て
い
な
い
非
課
税
世

帯
の
方

手
当
月
額
３
５
０
０
円

◎
重
度
心
身
障
害
者
手
当

e
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と

す
る
６５
歳
未
満
の
重
度
心
身
障

害
者
で
、
次
の
①
～
③
の
い
ず

れ
か
に
認
定
さ
れ
た
方

①
重
度
の
知
的
障
害
で
常
時
特

別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
方
②

重
度
の
知
的
障
害
と
身
体
障
害

の
重
複
障
害
の
方
③
重
度
の
肢

体
不
自
由
で
四
肢
機
能
が
失
わ

れ
座
っ
て
い
る
こ
と
が
困
難
な

方
。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者
お

よ
び
継
続
し
て
３
カ
月
を
超
え

て
入
院
し
て
い
る
方
に
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん

　
※
都
が
直
接
判
定
を
行
い
ま

す
。
２０
歳
以
上
は
本
人
、
２０
歳

未
満
は
扶
養
義
務
者
の
所
得
制

限
あ
り
。

手
当
月
額
６
万
円

l
障
害
福
祉
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
４
７

図　６年度の年間保険料額の算出式

＝+
均等割額

被保険者 １ 人当たり
４ 万７,３００円

年間保険料額
１００円未満切り捨て

（賦課限度額８０万円）（※ ３ ）

所得割額
賦課のもととなる所得金額（※ １ ）

×所得割率９.６７％（※ ２ ）

※ １　�「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額や山林所得金額並びに株式・長期（短期）
譲渡所得金額などの合計から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が２,４００万円以下の場
合は４３万円）を控除した額です（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

※ ２　�６ 年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が５８万円以下の方は
８.７８％、５８万円を超える方は９.６７％となります。なお、 ７年度は全ての被保険者の方の所得割
率が９.６７％となります。

※ ３　次の方は ６年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が７３万円になります。
　　　①昭和２４年 ３ 月３１日以前に生まれた方
　　　②�障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方（障害の認定を受けていた方が、 ６ 年 ４

月 １日以降７５歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所
を有しなくなった場合を除く）

表１　均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

４３万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）×１０万円以下 ７割

４３万円�＋（年金または給与所得者の合計数－１）×１０万円�
＋（２９万５千円×被保険者の数）以下 ５割

４３万円�＋（年金または給与所得者の合計数－１）×１０万円�
＋（５４万５千円×被保険者の数）以下 ２割

※�６５歳以上（６年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得
からさらに１５万円（高齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。
　�世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象
となります。
　�世帯の判定は毎年度４月１日時点（年度の途中に東京都で資格取得した方
は資格取得時）で行います。
　�年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が
６５歳未満の方は６０万円、６５歳以上の方は１２５万円を超える」または「給
与収入が５５万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計
人数が２人以上の場合に適用します。

表２　所得割額の軽減（東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減）
賦課のもととなる所得金額 軽減割合

１５万円以下 ５０％

２０万円以下 ２５％

表３　被扶養者だった方の軽減
加入から２年を
経過する月まで

加入から　
２年経過後

均等割額 ５割軽減 軽減なし

所得割額 負担なし

6．4．15 6

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール
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住環境

住
環
境

４
月
29
日
月・祝
の
ご
み 

収
集

　
４
月
２９
日
は
祝
日
で
す
が
、

平
日
と
同
様
に
収
集
し
ま
す
。

　
ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら

れ
た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
８

時
半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

小
型
廃
家
電
類
を
除
く
全
品
目

が
戸
別
収
集
で
す
。

　
ご
み
収
集
日
や
分
別
な
ど
の

ご
み
出
し
ル
ー
ル
は
市
n
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７（
粗
大
ご
み
の
申

し
込
み
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
２

１
１
８
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
）

市n

生
ご
み
処
理
機
器
購
入

費
助
成
金
制
度
の 

内
容
が
変
わ
り
ま
す

◎
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
は
、

７
月
か
ら
助
成
対
象
外
で
す

　

市
で
は
、
５
年
３
月
に「
ゼ

ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
宣
言
」を

表
明
し
、
地
域
全
体
で
脱
炭
素

化
に
向
け
て
取
り
組
む
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。
６
年
７
月
以
降

の
受
付
分
か
ら「
電
気
を
使
用

す
る
」生
ご
み
処
理
機
器
を
助

成
対
象
か
ら
除
外
し
、
環
境
負

荷
の
低
い
非
電
気
式
の
生
ご
み

処
理
機
器
の
み
を
助
成
対
象
と

し
ま
す
。
制
度
の
見
直
し
に
ご

理
解
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
引

き
続
き
生
ご
み
の
減
量
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
生
ご
み
を
減
ら
す
に
は
、
食

べ
残
し
や
調
理
く
ず
を
減
ら
す

な
ど
の「
リ
デ
ュ
ー
ス（
発
生
さ

せ
な
い
）」が
最
も
重
要
で
あ
り
、

捨
て
る
前
に「
ひ
と
し
ぼ
り
」し

て
い
た
だ
く
だ
け
で
も
減
量
の

効
果
が
あ
り
ま
す
。

　
も
し
、
ご
家
庭
で
未
使
用
の

食
品
が
余
っ
て
し
ま
う
場
合
に

は
、
ご
み
対
策
課
に
て
フ
ー
ド

ド
ラ
イ
ブ
の
受
け
付
け
も
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用

く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、
市
n
ま

た
は
ご
み
対
策
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

l
同
課
管
理
係
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７

市n

家
族
で
災
害
時
の
行
動
に 

つ
い
て
確
認
し
ま
し
ょ
う

　
春
を
迎
え
新
学
期
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
こ
ど
も
た
ち
が
、

年
齢
・
学
年
に
応
じ
た
防
災
行

動
力
を
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
ご
家
庭
で
も
防
火
防
災
に

つ
い
て
一
緒
に
確
認
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

成
長
に
応
じ
て
身
に
付
け
て
も

ら
い
た
い
こ
と
▼
幼
児
＝
災
害

時
に
身
を
守
る
動
作
が
で
き
る

▼
小
学
生
＝
身
の
安
全
の
確
保
、

初
期
消
火
、
応
急
手
当
が
で
き

る
▼
中
学
生
＝
基
本
的
な
防
災

行
動
力
を
身
に
付
け
、
地
域
防

災
の
担
い
手
に
な
る
▼
高
校
生

＝
災
害
時
に
自
分
で
判
断
し
て

初
期
消
火
や
応
急
手
当
を
行
う

▼
大
学
生
＝
災
害
時
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
通
し
て
社

会
に
貢
献
し
、
幼
児
な
ど
に
安

全
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

　
ご
家
庭
で
も
、
防
災
訓
練
な

ど
に
参
加
し
て
防
災
行
動
力
を

高
め
ま
し
ょ
う
。	

l
東
久
留
米
消
防
署
防
火
査
察

係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

（
内
線
５
２
０
）

還
付
金
詐
欺
が
多
発
し

て
い
ま
す

　
還
付
金
詐
欺
の
電
話
は
、
自

分
は
だ
ま
さ
れ
な
い
、
大
丈
夫

と
思
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
Ａ

Ｔ
Ｍ
ま
で
誘
導
さ
れ
て
し
ま
う

人
が
多
く
い
ま
す
。
お
金
に
関

す
る
電
話
が
あ
っ
た
ら
必
ず
、

家
族
や
警
察
に
相
談
し
ま
し
ょ

う
。

◎
だ
ま
さ
れ
な
い
た
め
に
、
次

の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

▼
市
役
所
・
年
金
事
務
所
・
社

会
保
険
事
務
所
・
銀
行
な
ど
の

職
員
を
か
た
る
還
付
金
の
電
話

は
詐
欺
で
す
▼「
封
筒
を
送
っ

た
が
、
ま
だ
申
請
が
き
て
い
ま

せ
ん
」「
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
簡
単
に
手
続

き
が
で
き
ま
す
」「
本
日
ま
で
に

手
続
き
し
な
い
と
戻
り
ま
せ

ん
」な
ど
と
い
っ
た
だ
ま
し
文

句
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
▼
Ａ

Ｔ
Ｍ
で
還
付
金
は
受
け
取
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、
通
話
を
し
な
が

ら
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
は
危
険
で
す
。

l
警
視
庁
田
無
警
察
署
☎
０４２
・

４
６
７
・
０
１
１
０

宅
地
内
の
雨
水
浸
透
ま
す 

の
設
置
に
ご
協
力
を

　
地
表
面
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
化
な
ど
に
よ
る

雨
水
の
地
下
浸
透
量
の
減
少
は
、

湧
水
や
河
川
の
水
量
に
影
響
を

与
え
ま
す
。
雨
水
浸
透
ま
す
は
、

屋
根
に
降
っ
た
雨
水
を
地
下
へ

戻
し
、
地
下
水
を
涵か

ん

養よ
う

す
る
効

果
が
期
待
で
き
ま
す
。
市
内
の

豊
か
な
水
辺
環
境
を
保
全
す
る

た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◎
既
存
住
宅
へ
の
雨
水
浸
透
ま

す
の
設
置
に
は
、
設
置
補
助
金

制
度
を
利
用
で
き
ま
す

申
請
対
象
者
敷
地
が
１
０
０
０

㎡
未
満
の
既
存
の
個
人
住
宅

（
新
築
、
増
築
な
ど
を
除
く
一

般
住
宅
）で
、
東
久
留
米
市
宅

地
開
発
等
に
関
す
る
条
例
に
該

当
し
な
い
住
宅
を
所
有
す
る
方

補
助
金
額
設
置
状
況
に
よ
り
、

経
費
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
補

助k
l
環
境
政
策
課
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
５
３

お
知
ら
せ

第
52
回
く
ら
し
フ
ェ
ス
タ 

く
る
め
実
行
委
員
募
集

　
く
ら
し
フ
ェ
ス
タ
く
る
め

（
消
費
生
活
展
）は
、
く
ら
し
の

中
の
契
約
や
安
全
・
環
境
・
食

・
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
な
ど
、
消

費
生
活
を
考
え
消
費
者
意
識
の

向
上
を
図
る
イ
ベ
ン
ト
で
、
実

行
委
員
会
と
市
の
共
催
で
開
催

し
て
い
ま
す
。
実
行
委
員
会
で

は
、
消
費
生
活
に
関
心
の
あ
る

個
人
・
団
体
・
事
業
者
の
方
を

募
集
し
、
テ
ー
マ
や
内
容
、
Ｐ

Ｒ
方
法
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
、

イ
ベ
ン
ト
運
営
を
担
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
に

消
費
生
活
に
関
心
を
持
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
、
実
行
委
員
と
し

て
一
緒
に
活
動
を
し
ま
せ
ん
か
。

j
第
１
回
実
行
委
員
会
は
５
月

中
旬
～
下
旬
を
予
定
。
会
議
は

毎
月
１
回
２
時
間
程
度

k
５
月
２
日
㈭
ま
で
に（
必
着
）、

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
所

属
団
体
名
・
活
動
内
容
ま
た
は

く
ら
し
フ
ェ
ス
タ
く
る
め
で
企

画
し
た
い
こ
と
を
記
入
の
上
、

郵
送（
〒
２０３

−

８
５
５
５
、
市

役
所
生
活
文
化
課
市
民
協
働
係

宛
て
）ま
た
は
o（
０４２
・
４
７
２

・
１
１
３
１
）で
送
信
を

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
８

（
８
面
へ
続
く
）

援農ボランティアを
募集します

みのり塾みのり塾
野菜の収穫を体験しよう野菜の収穫を体験しよう

　環境学習の一環として農家の方と連携し、農作業を通じて水と土
の力を学びます。今回はアスパラガスの収穫を行います。
a ５ 月２６日㈰午前１０時～正午（予定）　※雨天中止
b南沢篠宮農園（ひとしファーム）
e小学生（小学 ３年生以下は保護者同伴）
f先着１５人（同伴の保護者除く）　※キャンセル待ちはありません。
g無料
h飲み物、軍手、タオル、帽子、運動靴などの動きやすい服装
j▼主催＝市市民環境会議環境学習部会▼協力＝環境政策課、子ど
もセンターひばり、学校法人自由学園
k ４ 月２２日㈪午前 ８時半～３０日㈫午後 ５時に、申し込みフォームで
l環境政策課☎０４２・４７０・７７５３

　都市農業への理解を深めていただくとともに、農家さんが営農を
継続できるよう、援農ボランティアを募集します。この援農ボラン
ティア養成事業では、農業に関する講義や視察、農家での実習を受
けていただいてからボランティアを行えるので、初心者の方でも安
心してご参加いただけます。説明会を開催しますので、市nなどで
内容をご確認の上ご応募ください。
a ５ 月２１日㈫午前１１時から １時間半程度
b市役所 ６階６０２会議室
c事業説明、実習受け入れ農家との顔合わせ
e２０歳～７５歳で健康な方
iボランティア活動ですので、賃金や交通費、弁当代などの報酬の
支給はありません。無償での活動であることをご理解いただいた上
でご応募ください
k ５ 月 ９ 日㈭までに（必着）、市nまたは産業政策課窓口（市役所 ６
階）で配布している「参加申込書」に必要事項を記入
の上、郵送（〒２０３−８５５５、市役所産業政策課宛て）、
m（sangyoseisaku@city.higashikurume.lg.jp）ま
たは同課へ持参を（閉庁日時を除く）
l同課農政係☎０４２・４７０・７７４３

雨水浸透のしくみ雨水浸透ますの構造

申し込みフォーム 市n
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（
７
面
か
ら
続
く
）

く
る
く
る
案
内
所
を
開

設
し
ま
す

　

東
久
留
米
の
情
報
サ
イ
ト

「
く
る
く
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
」は
市

内
情
報
満
載
の
サ
イ
ト
で
す
。

４
月
１５
日
㈪
か
ら
、
市
内
や
近

隣
の
役
立
つ
情
報
を
簡
単
に
検

索
で
き
る
サ
ブ
サ
イ
ト「
く
る

く
る
案
内
所
」を
開
設
し
、
発

信
し
ま
す
。「
＃
く
る
く
る
案
内

所
」の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
を
つ
け

て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
情
報
共
有
も
で
き

ま
す
。
ぜ
ひ
新
生
活
に
も
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

◎
運
営
委
員
募
集

募
集
人
数
若
干
名

任
期
７
年
３
月
３１
日
ま
で（
更

新
あ
り
）

k
件
名
に「
運
営
委
員
応
募
」と

明
記
し
て
、
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
連
絡
先
・
応
募
理
由
を
記

入
の
上
、
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ

イ
ト
運
営
委
員
会
事
務
局
宛
て

m（kuru

−chan@
jcom

.
zaq.ne.jp

）で
送
信
を

l
同
委
員
会
事
務
局
ま
た
は
生

活
文
化
課
市
民
協
働
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
３
８

くるくる
チャンネルn

自
治
会
活
動
の
ご
案
内

　
自
治
会
は
災
害
時
の
助
け
合

い
や
防
犯
対
策
な
ど
を
行
い
、

地
域
の
繋
が
り
を
深
め
活
性
化

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て

い
ま
す
。
加
入
は
任
意
で
す
が

市
内
に
は
約
１
２
０
の
自
治
会

が
あ
り
、
活
動
形
態
は
地
域
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
加
入
を

お
考
え
の
場
合
は
お
近
く
の
代

表
者
ま
た
は
役
員
に
申
し
出
の

上
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

代
表
者
や
役
員
が
分
か
ら
な
い

場
合
は
生
活
文
化
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
自
治
会
の
登
録

　
市
で
は
自
治
会
活
動
に
対
す

る
支
援
を
行
う
た
め
、
自
治
会

の
登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。
登

録
を
す
る
と
、
自
治
会
補
助
金

の
対
象
に
な
る
な
ど
の
支
援
を

受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
自

治
会
を
作
り
た
い
方
、
ま
た
は

市
へ
の
登
録
を
し
て
い
な
い
自

治
会
の
方
は
同
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
８都

内
商
店
街
で
の
店
舗

開
業
を
支
援
し
ま
す

　
「
若
手
・
女
性
リ
ー
ダ
ー
応

援
プ
ロ
グ
ラ
ム
助
成
事
業
」、

「
商
店
街
起
業
・
承
継
支
援
事

業
」と
し
て
、
開
業
時
に
か
か

る
店
舗
改
装
工
事
費
、
設
備
・

備
品
費
、
店
舗
賃
借
料
な
ど
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

申
請
書
類
提
出
時
期
▼
第
１
回

＝
４
月
１５
日
㈪
～
５
月
８
日
㈬

午
後
５
時
▼
第
２
回
＝
６
月
２４

日
㈪
～
７
月
１７
日
㈬
午
後
５
時

▼
第
３
回
＝
９
月
２０
日
㈮
～
１０

月
１１
日
㈮
午
後
５
時

e
新
た
に
店
舗
開
業
を
予
定
し

て
お
り
、
か
つ
商
店
会
に
加
入

予
定
の
事
業
者

l
都
中
小
企
業
振
興
公
社
助
成

課
若
手
女
性
・
商
店
街
事
業
担

当
☎
０３
・
３
２
５
１
・
７
９
２

６

同公社n

小
山
茶
園
サ
ポ
ー
タ
ー

ズ
ク
ラ
ブ�

メ
ン
バ
ー
募
集

　
「
小
山
茶
園
」は
、
東
久
留
米

市
の
北
部
小
山
地
域
に
広
が
る

「
小
山
緑
地
保
全
地
域
」の
一
角

に
あ
る
お
茶
畑
で
す
。
同
ク
ラ

ブ
は
、
お
茶
と
自
然
を
愛
す
る

市
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
お

茶
の
木
の
管
理
作
業
を
し
、
毎

年
お
い
し
い
お
茶
を
作
っ
て
、

市
内
の
イ
ベ
ン
ト
時
に
活
用
し

た
り
、
消
費
者
啓
発
活
動
を
行

っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
今
年
も

メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
ま
す
の
で
、

興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
入
会

く
だ
さ
い
。

a
３
月
～
１０
月
の
毎
月
第
２
・

第
４
土
曜
日
午
前
９
時
半
～
１１

時
頃

b
小
山
緑
地
保
全
地
域
内
茶
畑

（
小
山
１

−

１６
）

k
電
話
で
生
活
文
化
課
へ（
随

時
受
け
付
け
）

l
同
課
市
民
協
働
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
３
８

小山茶園

官
公
署

　
な
ど

老
い
支
度
講
座「
老
後

の
暮
ら
し
を
考
え
る
」

　
将
来
の
自
分
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ

ノ
ー
ト
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

a
５
月
２７
日
㈪
午
後
２
時
～
３

時
半

b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

c
介
護
・
医
療
・
成
年
後
見
制

度
な
ど
、
老
後
を
安
心
安
全
に

過
ご
す
た
め
の
社
会
制
度
に
つ

い
て
学
び
ま
す

e
市
内
在
住
の
方

f
先
着
４０
人

d
黒
川
正
美
氏（
都
消
費
者
啓

発
員
）

g
無
料

k
５
月
２０
日
㈪
ま
で
に
申
し
込

み
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
電
話（
☎

０４２
・
４
７
９
・
０
２
９
４
）
で

市
社
会
福
祉
協
議
会
へ

l
同
協
議
会

申し込み
フォーム

青
い
鳥
郵
便
葉
書
を�

無
償
配
布
し
ま
す

　
日
本
郵
便
株
式
会
社
で
は
、

身
体
障
害
者
お
よ
び
知
的
障
害

者
の
福
祉
に
対
す
る
理
解
と
認

識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
重
度
の
身
体
障
害
者
ま
た

は
重
度
の
知
的
障
害
者
で
希
望

す
る
方
に
、
通
常
郵
便
は
が
き

２０
枚
を
無
料
で
差
し
上
げ
ま
す
。

e
重
度
の
身
体
障
害
者（
１
級

ま
た
は
２
級
の
方
）、
重
度
の

知
的
障
害
者（
療
育
手
帳
に

「
Ａ
」ま
た
は
１
度
、
２
度
と
表

記
さ
れ
て
い
る
方
）

k
５
月
３１
日
㈮
ま
で
に
、
身
体

障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳

を
郵
便
局
窓
口
で
提
示
し
、
所

定
の
申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
代
理
の
方
の
提
出
、
郵

送
で
の
提
出
も
で
き
ま
す
。
郵

送
提
出
の
場
合
は
手
帳
の
写
し

の
同
封
が
必
要
で
す

l
日
本
郵
便
株
式
会
社
東
久
留

米
郵
便
局
☎
０
５
７
０
・
９
４

３
・
１
０
９

二十歳（はたち）のつどい二十歳（はたち）のつどい
　２０歳になった皆さんの新しい門出を祝福するた　２０歳になった皆さんの新しい門出を祝福するた
め、来年 １月に「二十歳（はたち）のつどい」を開催め、来年 １月に「二十歳（はたち）のつどい」を開催
します。民法改正により成年年齢が２０歳から１８歳します。民法改正により成年年齢が２０歳から１８歳
に引き下げられましたが、市では今まで通り２０歳に引き下げられましたが、市では今まで通り２０歳
の方を対象とします。の方を対象とします。
aa ７ 年 １ 月１３日７ 年 １ 月１３日 ▼ １回目＝▼ １回目＝午前１０時半から午前１０時半から▼ ２回目＝▼ ２回目＝午後 １午後 １
時半から時半から
bb生涯学習センター生涯学習センター
ee平成１６年 ４ 月 ２ 日～１７年 ４ 月 １ 日に生まれた方平成１６年 ４ 月 ２ 日～１７年 ４ 月 １ 日に生まれた方
▼�１ 回目＝▼�１ 回目＝久留米・西・南中学校の学区域にお住まいの方久留米・西・南中学校の学区域にお住まいの方
▼�２ 回目＝▼�２ 回目＝東・大門・下里・中央中学校の学区域にお住まいの方東・大門・下里・中央中学校の学区域にお住まいの方

◎ ８年以降の開催時間の見直し◎ ８年以降の開催時間の見直し
　令和 ８年以降は、次のとおり開催時間を見直す予定です。　令和 ８年以降は、次のとおり開催時間を見直す予定です。
　　▼�１ 回目（午前）＝▼�１ 回目（午前）＝久留米・東・大門・中央中学校の学区域にお久留米・東・大門・中央中学校の学区域にお
住まいの方住まいの方

　　▼�２ 回目（午後）＝▼�２ 回目（午後）＝西・南・下里中学校の学区域にお住まいの方西・南・下里中学校の学区域にお住まいの方

ll市文化協会☎０４２・４７７・４７００、または生涯学習課生涯学習係☎市文化協会☎０４２・４７７・４７００、または生涯学習課生涯学習係☎
０４２・４７０・７７８４０４２・４７０・７７８４

市n
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

お知らせ 官公署など

会 員 募 集
◆カラオケ（ひまわりクラブ）＝a月 ２回。
水曜日午前１０時～正午b東部地域センタ
ーg入会金１,０００円、会費月２,０００円jプ
ロの作曲家先生が歌の基礎から親切丁寧
に指導。初心者歓迎見学可l荒川☎０４２
・４７７・４３１８
◆NPO法人国際書画交流会＝a月 ２ 回。
月・火・水・金・日コース、午前１０時～
正午他b書道練成院（浅間町 １ 丁目１２−
１７）他g会費月２,０００円j初心者・高齢者
歓迎。師範資格取得可l福田☎０９０・
９３９６・６９６４
◆墨筆書道遊心会＝a月 ２回。第 １・第
３日曜日午前１０時～正午他b滝山団地西
集会所g会費 １ 回１,０００円他j ３ 歳児か
ら師範、教授、プロまでOKl新堀☎０４２
・４７４・７２０７
◆ソフトボール（東久留米ファイターズ）
＝a毎週火曜日午後 ３時～ ５時半他b南
町運動広場g入会金１,０００円、会費年
６,０００円j年齢男女不問。切磋琢磨、和
気あいあいプレーを楽しんでいますl宝
崎☎０９０・９３２３・８１５９
◆三角山句会＝a毎月第 ４日曜日午前１０
～正午b野火止親和会集会所（三角山バ
ス停横）j初心者もベテランも日々の思
いを１７文字に切り取り毎月 ５句にl池田
☎０９０・４６２６・４３７４

催 し
◆子育てママのぽかぽかイベント（ママ
だいすきプロジェクト）＝a ５ 月１２日㈰
午前１０時半開演（１０時２０分開場）b酵素玄
米カフェ＆サロンColourg参加費５００円

（小学生以下は無料。ただし、お席のご
用意が必要な場合は有料）j子育て応援
のイベントです！絵本作家の常田メロン
さんと声優の古木さんの読み聞かせl鈴
木☎０９０・２２１９・５２２８
◆ジョン・チャヌ愛のコンサート（東久
留米愛のコンサート実行委員会）＝a ４
月２０日㈯午後 ２時開演（ １時半開場）b成
美教育文化会館g入場料３,０００円（学生
１,０００円）j車イス席あります。未就学児
のご入場はご遠慮願いますl白沢☎０９０
・２６４７・３１２１
◆福祉なんでも相談会（東久留米生活と
健康を守る会）＝a ４ 月１８日㈭午後 １ 時
半～ ３時b東部地域センターj生活保護、
都営住宅申し込み、共同墓所、終活等な
んでもどうぞl乾

いぬい

☎０８０・１２１０・５２８６
◆野生の鳥たちの写真展２０２４（落合川清
掃ボランティアグループ）＝a ５ 月 １ 日
㈬～ ５ 日 午前１０時～午後 ５ 時（初日
は正午から。最終日は午後 ３ 時まで）b
スペース１０５（市役所向かい）j野生の鳥
たちの様々な表情を展示します。A ３、
３０枚l高橋☎０９０・３０４０・５１９５
◆英語の歌をファミリーで楽しむ会　ケ
ララー玲子ソプラノリサイタル（ミュー
ジック・サロン風花）＝a ５ 月１２日㈰午
後 ２時～ ３時半（午後 １時半開場）bミュ
ージックサロン風花音楽スタジオj年齢
は問いません。ご家族で一緒に遊びに来
てくださいl小川☎０９０・３５４２・６６６５

市 民 伝 言 板


